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新 旧 

変動金利定期預金 （単利型）取引［証書式］ 

３．（利息） 

（3） この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合、および第 5 条第３項

の規定により解約する場合には、その利息は、次のとおり支払います。  

① 預入日の６か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解

約日の前日までの日数および約定利率×30％（小数点第４位以下は切捨て

ます。）の利率によって計算し、この預金とともに支払います。  

 

 

 

 

 

 

自動継続変動金利定期預金（単利型）取引〔証書式〕 

３．（利息） 

（3） この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合、および第 5 条第３項

の規定により解約する場合には、その利息は、 次のとおり支払います。  

① 預入日（継続したときは最後の継続日。 以下同じです。）の６か月後の応当日

の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および

約定利率×30％（小数点第４位以下は切捨てます。）の利率によって計算し、

この預金とともに支払います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

変動金利定期預金 （単利型）取引［証書式］ 

３．（利息） 

（3） この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合、および第 5 条第３項

の規定により解約する場合には、その利息は、次のとおり支払います。  

① 預入日の６か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解

約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率によって計算

し、この預金とともに支払います。  

 

 

 

 

 

 

自動継続変動金利定期預金（単利型）取引〔証書式〕 

３．（利息） 

（3） この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合、および第 5 条第３項

の規定により解約する場合には、その利息は、 次のとおり支払います。  

① 預入日（継続したときは最後の継続日。 以下同じです。）の６か月後の応当日

の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の前日までの日数および

解約日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払いま

す。  
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新 旧 

変動金利定期預金（複利型）取引〔証書式〕 

３．（利息） 

（3）この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合、および第 5 条第３項の

規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日

数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て６か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。  

A ６か月未満     約定利率  ×  3 0 ％ 

B ６か月以上１年未満    約定利率  ×  4 0 ％ 

C １年以上１年６か月未満    約定利率  ×  5 0 ％ 

D １年６か月以上２年未満    約定利率  ×  6 0 ％ 

E ２年以上２年６か月未満    約定利率  ×  7 0 ％ 

F ２年６か月以上３年未満    約定利率  ×  9 0 ％ 

 

自動継続変動金利定期預金（複利型）取引〔証書式〕 

３．（利息） 

（3）この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合、および第 5 条第３項の

規定により解約する場合には、その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継

続日。 以下同じです。）から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応

じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によって６か月複利の方法で計算

し、この預金とともに支払います。 

A ６か月未満     約定利率  ×  3 0 ％ 

B ６か月以上１年未満    約定利率  ×  4 0 ％ 

C １年以上１年６か月未満    約定利率  ×  5 0 ％ 

D １年６か月以上２年未満    約定利率  ×  6 0 ％ 

E ２年以上２年６か月未満    約定利率  ×  7 0 ％ 

F ２年６か月以上３年未満    約定利率  ×  9 0 ％ 

 

変動金利定期預金（複利型）取引〔証書式〕 

３．（利息） 

（3）この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合、および第 5 条第３項の

規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日

数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によっ

て６か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。  

A ６か月未満     解約日における普通預金の利率 

B ６か月以上１年未満    約定利率  ×  4 0 ％ 

C １年以上１年６か月未満    約定利率  ×  5 0 ％ 

D １年６か月以上２年未満    約定利率  ×  6 0 ％ 

E ２年以上２年６か月未満    約定利率  ×  7 0 ％ 

F ２年６か月以上３年未満    約定利率  ×  9 0 ％ 

 

自動継続変動金利定期預金（複利型）取引〔証書式〕 

３．（利息） 

（3）この預金を第５条第１項により満期日前に解約する場合、および第 5 条第３項の

規定により解約する場合には、その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継

続日。 以下同じです。）から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応

じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によって６か月複利の方法で計算

し、この預金とともに支払います。 

A ６か月未満     解約日における普通預金の利率 

B ６か月以上１年未満    約定利率  ×  4 0 ％ 

C １年以上１年６か月未満    約定利率  ×  5 0 ％ 

D １年６か月以上２年未満    約定利率  ×  6 0 ％ 

E ２年以上２年６か月未満    約定利率  ×  7 0 ％ 

F ２年６か月以上３年未満    約定利率  ×  9 0 ％ 

 

 


